


特定非営利活動法人 

家庭養育支援機構 

2024 年度 

日本財団助成事業 
＜広報啓発事業報告所＞ 

2025（令和 7）年 ３ 月 



目次 

はじめに 

１：特定非営利活動法人家庭養育支援機構設立のご挨拶として、プレスリリースを

 作成・発送 ................................................................. ３ 

２：NPO法人設立記念フォーラム＆ワークショップ .................................... ４ 

３：家庭養育支援機構のパンフレットの作成 ........................................ ８ 

４：ホームページの開設 .......................................................... ８ 

５：Facebookの開設 .............................................................. ９ 

６：地方紙向け、プレスリリース「親と離れて暮らす子どもの受け皿である里親家庭が足

　　りない――自治体別の国の最新データより」の発行 .............................. ９ 

７：賛助会員（個人／団体）募集の広報 ............................................ 10 

８：里親支援企業へのインタビュー掲載 ............................................ 11 

９：「企業セミナー「親と離れて暮らす子どもを支える「里親」が足りない――企業の

協力の必要性」 .......................................................... 11 

10：里親支援センター設立コンサル・オンラインセミナー」の広報 ............... 12 

おわりに 

2

























1 

日本で初めての、 

里親などによる家庭養育を支える新しい中間支援団

体として、 

NPO 法人家庭養育支援機構を設立（※1） 

発表日: 2024年 9月 5日 

発表者: NPO法人家庭養育支援機構 

資料１　特定非営利活動法人設立にあたってのプレスリリース

1414



2 

このたび、日本財団の協力のもと、NPO法人家庭養育支援機構を設立しました（代表：

上鹿渡和宏(早稲田大学人間科学学術院教授、同大学社会的養育研究所所長)）。 

当法人は、養育者、里親、養親（養子縁組によってこどもを育てる者）（以下、「里親

など」と表記）や、里親などとともに家庭でのこどもの育ちを支え、保障するために協

働する人材の、日本で初めての実務支援者に向けたネットワークです(※2)。 

私たちは、里親などによる家庭養育の普及啓発、地方自治体や里親支援センターに向

けた研修やコンサルティングの提供などを行うことにより、社会全体でこどもが大切な

おとなとつながり、育つことへの理解が深まり、里親などに対して質の高い支援が提供

されることを目指しています。 

1. 設立の背景

日本においては、現在、児童相談所に寄せられる虐待の相談が 1日 500件を超えてお

り、統計的には 1週間に 1人のこどもが虐待によって死に至ると報告されています。 

児童虐待などにより、社会的養護を必要とするこどもが、いま日本にいます。その多

くは児童養護施設等で暮らしていますが、近年、アタッチメントやトラウマの研究から、

こどもが信頼できる大人と安定した関係の中で育つことが、その後の様々な健康問題の

発生にも影響を与えることが明らかとなっております。そうしたことから、里親などの

家庭でこどもが育つことの大切さもいわれています。 

2016(平成 28)年の児童福祉法改正により、社会的養護のもとで生活しているこども

たちには里親や養子縁組などの家庭養育を優先する原則が法律に明記されました。 

また、2017(平成 29)年には新しい社会的養育ビジョンが発表され、愛着形成に最も

重要な時期である 3歳未満については概ね 5年以内に、それ以外の就学前のこどもにつ

いては概ね 7年以内に里親委託率 75％以上を実現し、学童期以降は概ね 10年以内を目

途に里親委託率 50％以上を実現するという目標が示されました。 

2024(令和 6)年からは、さらなる児童福祉法改正により、里親支援センターが法定化

されます。里親や養子縁組の制度によって、こどもが安全で安心で愛のある家庭で幸せ

に育つ社会をつくるためには、それを支える人材の育成や支援体制の拡充が不可欠です。 

これまで里親に関わる業務は主に児童相談所が担当してきましたが、今後は全国の都

道府県、政令指定都市等で里親支援センターが設置されることが想定され、人材の育成

が急務となっています。 
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そこで、かねてから日本において里親支援に取り組んできた有志数名で協議を重ね、

日本財団の助成による任意団体としての活動期間を経て、2024（令和 6）年 8月からは

NPO法人家庭養育支援機構として活動を開始することといたしました。 

2. 事業内容

当法人が実施する主な事業は以下の通りです。 

・地方自治体や民間団体への研修やコンサルティングの提供

・家庭養育に関わる支援実務者の人材育成とネットワークの構築

・里親などの家庭養育にかかわる普及啓発事業

・里親支援センター等の民間団体の質の向上のための支援・評価事業

・里親などの家庭養育にかかわる調査研究

・国や地方自治体への政策提言
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3．これまでの実績 

国内で初めて、英国の里親登録前研修「スキル・トゥ・フォスター」ファシリテ

ーター養成講座を実施（日本財団と共催）（※3） 

里親支援の先駆的な取り組みで世界をリードする英国 Fostering Network より講

師 2名を招聘し、5日間の講師育成研修を実施しました。全国から 22名の参加者、

多くの自治体オブザーバーを迎え、非常に肯定的な評価を得ました。また、今後も

継続的に Fostering Networkと相互支援関係を持ち続けることを、双方で約束して

います。 

Fostering Network CEOの Sara Thomas氏によるウェビナーを実施（日本財団と

共催） 

国内外から 260名を超える参加者を迎え、高い評価を得ました。 

長野県で、日本で初めての里親リクルート研修を実施（※4） 

独自に開発した、デザイン思考に基づく効果的な里親リクルート施策策定のための

方法を学ぶ研修を、長野県で実施しました。22 名の参加者全員より満足度 100 パ

ーセントの高評価を得ました。 

4. 当法人のミッションとビジョン

ミッション: 私たちは、こどもにとって大切なおとなとのつながり、安心と挑戦、自

分らしく育つこども期を保障する社会の実現を目指しています。 

ビジョン: 養子縁組や里親養育も含めたこどもの育つ家庭における、こども、養育者

の理解と支援を十分なものとするべく、支援の質と量の向上、人材育成、関係機関の連

携強化、社会の気づきと協働を目指しています。 
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5. 組織概要

代表: 上鹿渡和宏（早稲田大学教授、早稲田大学社会的養育研究所所長） 

副代表: 橋本達昌（社会的養育総合支援センター一陽 統括所長） 

副代表: 北川聡子（社会福祉法人麦の子会 理事長） 

理事: 長田淳子（社会福祉法人二葉乳児院フォスタリングチーム統括責任者） 

理事: 渡邊守（特定非営利活動法人キーアセット代表） 

理事: 佐藤剛（西日本こども研修センターあかし） 

社員: 佐々木美樹、堀浄信、古家好恵、加本有希 

監事: 相澤仁（山梨県立大学・大分大学特任教授） 

アドバイザー: 藤林武史（西日本こども研修センターあかしセンター長）

＜事務局＞ 

上村宏樹（一般社団法人無憂樹代表） 

加本有希（立教大学教育研究コーディネーター） 

6. お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。 

担当者名: 事務局（上村・加本） 

メールアドレス: familychildcare.office@gmail.com

HP：https://familychildcare-office.jimdofree.com/ 

＜脚注＞ 

※1 当法人調べ（2024年 8月）国内初の里親などによる家庭養育を支える新しい中間支援団体として

※2 当法人調べ（2024年 8月）国内初の里親などによる家庭養育を支える新しい中間支援団体として

※3 当法人調べ（2024年 8月）国内初の英国の里親登録前研修ファシリテーター養成講座として

※4 当法人調べ（2028年 8月）国内初の里親リクルート研修として
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資料２：NPO法人設立記念フォーラム＆ワークショップご案内
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NPO法人 設立フォーラム＆ワークショップの様子 

家庭養育支援機構理事長 

上鹿渡和宏 

「家庭養育支援機構をなぜ

設立したのかーそのミッシ

ョンとビジョン」 

家庭養育支援機構事務局長 

上村宏樹 

「家庭養育支援機構の提供

プログラムー具体的なプロ

グラムの内容」 
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資料３　家庭養育支援機構のパンフレット
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資料４ 家庭養育支援機構のホームページ 

ホーム画像

家庭養育支援機構とは？ 
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お知らせページ 
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資料５ 家庭養育支援機構の Facebook 
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NPO 法人家庭養育支援機構プレスリリース No.1 

（２０２４年１０月２５日） 

親と離れて暮らす子どもの受け皿である里親家庭が足りない 

自治体別の国の最新データより 

様々な事情で親と離れて暮らす子どもの受け皿である里親家庭が不足しています。特に地域ごとに大

きな差があり、最も多い自治体と最も少ない自治体の間で、10万世帯当たりの里親世帯数は約4倍(最

も少ない自治体 13 世帯、最も多い自治体 55 世帯)、里親等委託率※は約 6 倍(最も低い自治体

10.2%、最も高い自治体 59.4%)となっていることが、厚生労働省が公表した統計から明らかになりま

した。 

10 月は里親月間であり（地域によっては、１１月も里親月間）、各地域で里親を募集するイベントなど

が行われています。        ※親と離れて暮らす子どものうち、里親およびファミリーホームで暮らす子どもの割合 

１. 里親養育の意義と必要性

いま日本には、何らかの理由で親のもとで暮らせない子どもが約 4 万 2０００人1います。 

里親制度は、様々な事情で親と離れて暮らす子どもにとって家庭的な、安心な養育環境を提供し、心身の発

達を支える制度です。親と離れて暮らす事情は親の病気、家出、離婚など様々ですが、現在、里親に委託されて

いる子どものうち約 5 割が親からの虐待を経験していると報告されています2。 

1 こども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」(令和６年９月) 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-

f0fd487fbe16/ee50d312/20240906_policies_shakaiteki-yougo_107.pdf 

2 こども家庭庁「児童養護施設入所児童等調査結果」(令和５年２月１日現在) 

資料6　プレスリリース「親と離れて暮らす子どもの受け皿である里親家庭が足りない
――自治体別の国の最新データより」

31
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国連人権理事会の研究3 によると、里親養育は、児童の社交性や行動の発達に良い影響があります。また児

童の代替的養育に関する国連指針によると、幼い児童、特に 3 歳未満の児童の代替的養育は里親などの家庭

を基本とした環境で提供されるべきであるとされています。 

２. 里親不足と地域ごとの差

現在、日本では里親の数が大幅に不足しています。 

全国の里親登録世帯は約 16,817 世帯(2022 年度時点)4ですが、必要とされる数に対して十分ではあり

ません。親のもとから離れて乳児院、児童養護施設、里親、ファミリーホームで暮らす 32,852 人の子どものう

ち、76%が乳児院や児童養護施設などの施設で暮らしていて、24%のみが里親等のもとで暮らしています5。 

一方で、政府は里親等委託率について乳幼児 75%以上、学童期以降 50%以上との目標を掲げており、現

状とは大きな乖離があります。また、諸外国の里親等委託率と比較すると、オーストラリアが92.3%、カナダが

85.9%、アメリカが 81.6%、イギリスが 73.2%6であり、日本とは大きく異なっています。 

さらに、里親養育の推進状況には地域ごとに大きな差があります。例えば、10 万世帯当たりの里親登録世帯

数については、最も多い山梨県では 55 世帯である一方、最も少ない大阪府では 13 世帯であり、約 4 倍の開

きがあります。また最も里親等委託率が高い福岡市は 59.4%ですが、最も低い宮崎県は 10.2%であり、約 6

倍の開きがあります7。 

こども家庭庁はこのような自治体間格差を解消し、すべての子どもに必要な里親養育を提供できるように、

「里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議」を定期に開催し、各自治体の状況を把握し、課

題解決に向けて動き始めています。 

添付資料には自治体別の詳細な最新データが記載されていますので、そちらもご覧ください。 

３. 一般的にあまり知られていない里親に関する情報

里親とは何をするのか、養子縁組とは何が違うのか、などから始まって、里親についてはあまり知られてい

ないことがあります。ここでは、そのうちの、ご質問などが多いものをあげてみました。 

(1)数日間や、数ヵ月だけの短期の里親もあります。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-

f0fd487fbe16/5c104d63/20240229_policies_shakaiteki-yougo_86.pdf 

3 The Rights of Vulnerable Children Under the Age of Three; UN Human Rights Office of the High 

Commissioner Europe Regional Office https://europe.ohchr.org/sites/default/files/2023-

07/Children_under_3.pdf 

4 厚生労働省「福祉行政報告例」(令和 4 年度) 

5 厚生労働省「福祉行政報告例」(令和 4 年度) 

6 こども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」(令和６年９月) 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-

f0fd487fbe16/ee50d312/20240906_policies_shakaiteki-yougo_107.pdf 

7 厚生労働省「福祉行政報告例」(令和 4 年度)及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調

査」(令和 4 年度)より 
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里親は何年も子どもを育てていくと思われがちですが、実際は、子どもの状況 に応じて、週末だけ、1 ヵ月だ

けなど、短期間だけ対応していただける里親も必要とされています。親子分離に至る前に、子育て中の親を助

ける里親（ショートステイ里親）も全国で増えつつあります。 

(2)子育て経験がない方、単身の方、同性パートナーの方も里親になることができます。親族の方もなることが

できます。

里親として登録されるまでに、研修や実習などを通じて知識を習得します。子どもを預かってからも、定期的

な研修はもちろん、児童相談所や民間支援機関による相談やサポート、地域の先輩里親との交流会などで子育

ての悩みをご相談いただけます。 

(3)子育て中、共働きの家庭も里親として活躍中です。

実子がいる家庭も里親として活躍中です。中学生の実子が幼い里子をかわいがったりと、家族にとっても良

い影響があったという声があります。 

共働きの方も里親になることができます。お仕事やこれまでの生活もあると思いますが、研修や子どもとの

関係を築くための時間が必要になる場合は、お仕事の調整をお願いすることもあります。 

(4)子どもを育てるうえでの費用は支給されます。

子どもを大切に育むための生活費や教育費などは必要に応じ支給されます（養育里親の場合、月額、里親手

当９万円プラス生活費６万円前後)。」 

(5)里親家庭の事情を考慮して子どもをお預かりいただきます。

「この時期は忙しくて……」、「このような性別・年齢なら預かれそう」など、各家庭の事情をおうかがいしたう

えで、お子さんのお預かりをお願いしています。お子さんを預かっている間も、冠婚葬祭や休息が必要な時期

などは、一時的に他の里親さんに預かってもらうなどのサポートがあります。 

４. 里親になるためのステップ

里親になるための手続きは、各地域の児童相談所に問い合わせることから始まります。説明会や研修を経て、

自治体による登録審査を通過すれば、里親として登録されます。特別な資格が必要なわけではありません。 

手続きの方法などがわからない場合は、関連の機関が丁寧に説明しますので、ぜひ各地域の児童相談所に

お問い合わせください。 

５.本記事についての問い合わせ

NPO 法人家庭養育支援機構（代表：上鹿渡和宏早稲田大学教授） 

https://familychildcare-office.jimdofree.com/ 

info@family-childcare.org  （担当：坂本） 
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通番 自治体 代替養育必要児童数 里親等委託率 里親数

里親及びファミリーホーム委託児童数 児童養護施設及び乳児院入所児童数 計 里親等委託率 順位 実数値 10万世帯当り 順位

出典 福祉行政報告例R4年度 福祉行政報告例R4年度 ―
「里親及びファミリーホーム委託児童数」÷
(「里親及びファミリーホーム委託児童数」+「児
童養護施設及び乳児院入所児童数」)

― 福祉行政報告例R4年度
「実数値」÷「住民基本台
帳に基づく世帯数」

―

単位 人 人 人 % 順位 世帯 世帯 順位

0 全国 7,968 24,884 32,852 24.3% NA 16,817 28.1 NA

1 北海道 379 711 1,090 34.8% 17 605 35.4 22

2 青森県 104 207 311 33.4% 19 172 29.0 44

3 岩手県 65 243 308 21.1% 48 217 40.8 13

4 宮城県 81 166 247 32.8% 20 219 44.3 9

5 秋田県 51 167 218 23.4% 39 140 32.9 33

6 山形県 55 200 255 21.6% 46 140 33.3 32

7 福島県 117 253 370 31.6% 23 270 34.0 29

8 茨城県 148 580 728 20.3% 57 382 29.8 43

9 栃木県 127 476 603 21.1% 49 366 42.9 11

10 群馬県 120 330 450 26.7% 33 270 31.2 39

11 埼玉県 308 1,192 1,500 20.5% 55 664 23.6 59

12 千葉県 359 752 1,111 32.3% 21 694 27.6 51

13 東京都 487 2,447 2,934 16.6% 68 847 15.2 72

14 神奈川県 138 502 640 21.6% 47 304 23.0 63

15 新潟県 82 124 206 39.8% 9 209 37.0 19

16 富山県 22 89 111 19.8% 58 102 23.8 58

17 石川県 32 101 133 24.1% 37 95 33.5 31

18 福井県 44 159 203 21.7% 43 161 53.6 4

19 山梨県 102 179 281 36.3% 13 202 55.0 1

20 長野県 112 458 570 19.6% 59 238 26.9 52

21 岐阜県 79 423 502 15.7% 71 255 30.4 41

22 静岡県 115 257 372 30.9% 24 374 39.3 15

23 愛知県 222 805 1,027 21.6% 45 633 28.2 48

24 三重県 144 334 478 30.1% 26 299 37.0 18

25 滋賀県 93 168 261 35.6% 15 242 40.2 14

26 京都府 54 232 286 18.9% 60 148 28.9 45

27 大阪府 194 1,134 1,328 14.6% 73 310 12.5 78

28 兵庫県 231 711 942 24.5% 36 517 30.9 40

29 奈良県 59 208 267 22.1% 40 142 32.4 36

30 和歌山県 68 245 313 21.7% 42 187 42.3 12

31 鳥取県 59 173 232 25.4% 35 118 49.2 5

32 島根県 40 108 148 27.0% 31 160 54.5 3

33 岡山県 93 114 207 44.9% 5 181 34.4 26

34 広島県 72 326 398 18.1% 62 174 23.1 62

35 山口県 88 342 430 20.5% 56 230 34.9 25

36 徳島県 37 187 224 16.5% 69 95 28.2 49

37 香川県 36 136 172 20.9% 50 113 25.4 55

38 愛媛県 128 326 454 28.2% 29 282 43.0 10

39 高知県 104 259 363 28.7% 28 133 37.9 16

40 福岡県 184 511 695 26.5% 34 385 32.7 34

41 佐賀県 75 100 175 42.9% 6 187 54.9 2

42 長崎県 89 315 404 22.0% 41 215 34.0 28

43 熊本県 60 333 393 15.3% 72 146 32.7 35

44 大分県 178 274 452 39.4% 10 248 45.8 7

45 宮崎県 43 380 423 10.2% 78 139 26.2 53

46 鹿児島県 112 569 681 16.4% 70 246 30.3 42

47 沖縄県 179 307 486 36.8% 12 310 45.3 8

48 札幌市 263 440 703 37.4% 11 411 37.8 17

49 仙台市 89 127 216 41.2% 7 192 36.3 20

50 さいたま市 119 143 262 45.4% 4 197 31.6 38

51 千葉市 65 129 194 33.5% 18 102 21.5 65

52 横浜市 124 573 697 17.8% 63 246 13.4 76

53 川崎市 92 214 306 30.1% 27 215 27.9 50

54 相模原市 57 132 189 30.2% 25 91 26.2 54

55 新潟市 65 57 122 53.3% 2 123 35.6 21

56 静岡市 55 65 120 45.8% 3 113 35.2 24

57 浜松市 53 79 132 40.2% 8 111 31.9 37

58 名古屋市 164 620 784 20.9% 51 323 28.3 47

59 京都市 65 312 377 17.2% 66 173 24.0 56

60 大阪市 223 846 1,069 20.9% 52 232 14.9 73

61 堺市 51 227 278 18.3% 61 80 20.1 68

62 神戸市 62 419 481 12.9% 76 175 22.8 64

63 岡山市 36 172 208 17.3% 65 118 35.2 23

64 広島市 58 210 268 21.6% 44 133 23.1 61

65 北九州市 96 314 410 23.4% 38 115 23.6 60

66 福岡市 168 115 283 59.4% 1 277 33.6 30

67 熊本市 54 205 259 20.8% 53 119 34.0 27

68 横須賀市 39 82 121 32.2% 22 39 20.3 67

69 金沢市 16 102 118 13.6% 75 60 28.5 46

70 明石市 23 43 66 34.8% 16 65 46.1 6

71 奈良市 17 45 62 27.4% 30 33 19.9 69

72 港区 7 27 34 20.6% 54 35 24.0 57

73 世田谷区 25 68 93 26.9% 32 104 21.3 66

74 中野区 12 58 70 17.1% 67 27 13.1 77

75 豊島区 30 53 83 36.1% 14 26 14.8 74

76 荒川区 7 42 49 14.3% 74 18 15.4 71

77 板橋区 21 151 172 12.2% 77 43 13.6 75

78 江戸川区 43 201 244 17.6% 64 55 15.9 70
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500文字送付版

様々な事情で親と離れて暮らす子ども（約４万２０００人、こども家庭庁２０２４年資料。自治体別内訳は別添

参照)の受け皿である里親家庭が不足しています。特に地域ごとに大きな差があり、最も多い自治体と最も少

ない自治体の間で 10 万世帯当たりの里親世帯数は約 4 倍、里親等委託率は約 6 倍となっていることが最新

のデータ（厚労省「福祉行政報告例」２０２２年度、総務省２０２２年度資料）で明らかになりました。10 月は里親

月間、（地域によっては１１月も）であり、各地で里親を募集するイベントが行われています。 

(1)数日間や数ヵ月だけの短期の里親もあります。(2)子育て経験がない方、単身の方、同性パートナーの方、

親族の方もなれます。(3)子育て中、共働きの家庭も里親として活躍中。(4)子どもを育てる上での費用は必要

に応じて支給されます。(5)里親家庭の事情を考慮して子どもをお預かりいただきます。手続き方法などは関

連の機関がご説明しますので、各地域の児童相談所にお問い合わせ下さい。（2024年 10月２５日） 

NPO法人家庭養育支援機構（代表：上鹿渡和宏早稲田大学教授）、メール info@family-childcare.org 。

下 記 の URL か ら 詳 細 な 資 料 や 自 治 体 別 の 内 訳 を ご 覧 下 さ い 。

https://drive.google.com/drive/folders/1zZgPuNSHB1iukGowVB6YK7Az4W7PLAhV?us

p=sharing 
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――株式会社 GWC は、里親家庭の子どもをバスケットボールのホームゲームに招待

する機会をつくり、2シーズンに渡り実施予定です。管理部の杉浦綾子様に、そのあ

たりのお話をうかがいました。 

＊＊＊ 

株式会社 GWC には、アースフレンズ東京Ｚというプロバスケットボールチームと、

アースフレンズＢＭというハンドボールのチームがあります。

昨シーズン、東京都品川区の児童相談所のフォスタリング機関の方より、里親、里

子のことを広く知ってほしいので、何かご協力いただけないでしょうか、というご連

絡をいただきました。 

そこで、バスケットボールのホームの試合のとき、スポンサー企業様のご協力でキ

ッズドリームシートを設けているのですが、里親さんと里子さんをホームゲームにご

招待する、というものです。スポーツを通じて、夢と希望をもってほしいという想い

がこめられています。昨シーズンは何回かご招待して、計 14 組、様々な年齢のお子さ

んが参加されました。 

また、ホームゲームのときにフォスタリング機関の方にブースをお貸しして、「さと
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ぺん」（東京都の里親を広報するキャラクター）とともにコラボグッズを作り、広く、

多くの方に里親を知っていただきました。 

里親のことに取り組もうと思ったのには、２つ理由があります。 

最初、社内でも里親制度については知らない人が多く、なぜ、うちの会社にお話し

があったのだろう、という意見もありました。その後、まず、このことは社会貢献に

なるのではないかと考えました。また、私たちのビジョンに、ダイバシティ社会の実

現に向けての一助になる、と掲げています。多様性を認め合うこと、里親制度を認知

してもらうことも、私たちのビジョンに当てはまると思ったからです。そしてＳＤＧ

ｓも支援していて、障がいのある方が試合を観戦できるようなユニバーサルシートも

設けてきたという背景もありました。そのことからも、協力することになりました。 

 もうひとつ、私たちは以前より、地域に根づいた活動をすることに力を入れてきて

いて、とくに地元の子どもたちをサポートしたいと考えてきました。子ども食堂もや

っています。また地域の祭りなどには、選手も出て、シュートチャレンジという企画

をして、その場で、子どもたちに選手とふれあってもらっています。このことがきっ

かけで、子どもたちがバスケットボールに関心をもってもらえたらと希望していま

す。そして、選手たちはふだん、ストイックに練習をしていますが、子どもたちとか

かわることでで、選手自身もバスケットボールの新たな魅力にも気づき、なぜ自分が

小さい時にプロをめざしたのかを子どもたちに知ってほしいとも思ったようです。 

 子どもへのサポートは、いままでにお話ししたもののほか、スポンサー様の協力の

もと、バスケットボールを作って学校などに寄付したり、バスケットボール教室を地
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元でひらいたりしています。 

キッズドリームシートへ里子さんを招待する活動は、今シーズンも行いたいと考え

ています。子どもたちにバスケットボールを目の前で見てもらい、その体験を通じて

将来に夢をもってもらえたら、と思い、活動を続けています。（構成 坂本純子） 
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特定非営利活動法人

家庭養育支援機構 

2024 年度 日本財団助成事業 

広報啓発事業 報告書 

2025（令和 7）年３月 
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	バインダー19.pdf
	バインダー18.pdf
	バインダー17.pdf
	広報資料2：家庭養育支援機構　NPO設立記念イベント招待状.pdf
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	Acr1728423077689686322877.tmp
	成果物報告書Ⅰ 広報事業3022(坂本）





	765751b2-8be4-4bb8-a030-b82e87f5d3ff.pdf
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